
豊川市国民保護協議会運営要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊川市国民保護協議会条例（平成１８年豊川市条例第１

９号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、豊川市国民保護協議会

（以下「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長代理） 

第２条 条例第３条に規定する会長（以下「会長」という。）に事故があるとき

は、副市長がその職務を代理する。 

（委員の代理者） 

第３条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成

１６年法律第１１２号。以下「法」という。）第４０条第４項第８号に定める

者以外の委員は、やむをえない事情により協議会の会議（以下「会議」とい

う。）に出席できないときは、代理者を出席させることができる。 

２ 前項の場合は、あらかじめ委員の代理者を指名し、会長に届け出ておかな

ければならない。 

（会議の公開） 

第４条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合であって、協議会の議決により会議の一部又は全部を公開

しない旨を決定したときは、この限りでない。 

（１）豊川市情報公開条例（平成１３年豊川市条例第４号）第７条に規定する

非開示情報が含まれる事項に関して調査審議を行う場合 

（２）会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ず

ると認められる場合 

 （会議の招集） 

第５条 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければ 

ならない。 

（会議録） 

第６条 会長は、会議を開いたときは会議録を作成し、次に掲げる事項を記載

するものとする。 

（１）会議の日時及び場所 

（２）出席者の職名及び氏名 

（３）会議に付した案件及び議事の経過 

（４）議決した事項 

（５）その他参考資料 

２ 会議録は、出席した委員のうち会長が指名する２名が署名する。 

３ 会議録の保存年限は、５年とする。 



（部会） 

第７条 条例第５条第３項に規定する部会長（以下「部会長」という。）は、部

会において調査審議した結果を会長に報告しなければならない。 

２ 条例第５条及び前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、

部会長が定めるものとする。 

（庶務） 

第８条 協議会に関する庶務は、危機管理課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会 

長が定めるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年６月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年６月２日から施行し、この要綱による改正後の豊川

市国民保護協議会運営要綱第８条の規定は、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


